
グループホーム（認知症対応型共同生活介護）とは「認知症ケアに特化した民

間ホーム」 

認知症の診断を受けた高齢者（原則 65歳以上）の方が少人数で共同生活を営む
施設を認知症グループホームと呼びます。1ユニット（共同生活の単位）の定員は
5〜9 人で、より家庭に近い環境で生活することが可能です。また、認知症ケア
の知識や技術を持った職員が 24 時間常駐し、生活をサポートしてくれます。 

グループホームは介護保険法上、地域密着型サービスの一つである認知症対

応型共同生活介護に位置付けられます。地域密着型サービスは自治体の指定

を受けた事業者がその地域住民を対象に提供する介護保険サービスのため、

現在お住まいの地域（住民票のある地域）以外のグループホームには原則入居で

きません。また、入居には認知症の診断と要支援 2 以上*の認定も必要です。 

「2025 年には 65 歳以上の 5 人に 1 人が認知症になる*」という推計もあるなど、
長寿化が進む日本において認知症は誰もがなりうる疾患です。認知症グループ

ホームは地域交流を通じて認知症に対する理解を促進したり、併設の事業所

（デイサービスやショートステイ）を通じて在宅で介護する方を支えたりと、地域に

おける認知症ケアの拠点となっています。 

＊出典：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（2015 年）」より

 


